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一般財団法人札幌市職員福利厚生会 

 

令和８年度事業計画書 

 

Ⅰ 事業活動方針 

本会定款＊に定める法人の目的を達成するため、より健全な法人運営に努めるとともに、会員

ニーズや社会情勢等に配慮した福利厚生等事業を計画、推進していくこととする。 
＊
定款第３条：この法人は、札幌市政の円滑な運営に協力するとともに、札幌市職員等の福利厚生に関する事業を

行い、もって札幌市民の福祉の増進に寄与することを目的とする。 

 

Ⅱ 事業及び会計区分 

  定款に基づき実施する事業及びその会計区分は次のとおりとする。 

事     業 会 計 区 分 

・札幌市の青少年等がスポーツ及び芸術文化にふれあ

うための事業 

実 施 事 業 等 会 計 

（公益目的支出計画に基づき実施

する事業に関する会計） 

・札幌市政の円滑な運営に必要な事業及び札幌市から

の受託事業 

・札幌市職員等の福利厚生に関する事業 

・札幌市職員等の相互扶助に関する事業 

・札幌市有施設内における売店及び食堂に関する事業 

・その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

そ の 他 会 計 

（実施事業等会計以外の事業に関

する会計） 

・法人の管理業務 
法 人 会 計 

（法人の管理業務に関する会計） 

 

Ⅲ 令和８年度の主な新規・変更事業 

 

１ リフレッシュ事業 

⑴ 優待割引サービス事業者との契約更新 

令和４年４月１日から令和７年３月 31 日までを基本契約期間とする優待割引サービスの

事業者㈱ベネフィット・ワン（ベネフィット・ステーション）と契約規程上の更新限度であ

る令和９年３月 31 日まで延長し契約を更新する。 

  ⑵ ベネフィット・ステーション札幌市専用メニューの変更 

   ア テーマパークチケット購入補助の東京ディズニーランド・ディズニーシーの購入方法を

東京ディズニーリゾートが提供するコーポレートプログラムに会員専用サイトから発券し

たクーポンコードを登録し購入する方法へ変更する。 
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   イ スポーツ施設補助の施設利用料補助対象施設に大和ハウスプレミストドームのトレーニ

ングルームを追加する。 

 ２ 介護休暇助成金 

   会員の介護休暇取得に係る休業補償を目的とする介護休暇助成金について、助成できる期間

及び助成上限を設けるなどの算定方法の見直しを行う。 

 

 ３ グループ保険制度 

  ⑴ グループ保険 

自動付加されていた不慮の事故を原因とする保障「災害保障特約・災害割増特約」を解約

し、保険料の軽減を図る見直しを行う。 

  ⑵ 医療費支援制度プラス 

    先進医療、放射線治療、日帰り手術にも対応した新たな医療保険を新設する。 

  ⑶ 傷害保険 

    これまでの通院、賠償責任保険金に加え、「弁護士費用特約」を自動付加する。また、新

たなコースに「携行品損害保険金」を設ける見直しを行う。 

 

Ⅳ  令和８年度 事業の概要 

 

１ 札幌市の青少年等がスポーツ及び芸術文化にふれあうための事業【実施事業等会計】 

 

  ⑴ 事業目的 

    スポーツ及び芸術文化の各分野において、札幌の未来を担う青少年、在札外国人や留学生

を対象とする事業を実施することによって、青少年の豊かな感性の醸成や札幌のスポーツ及

び芸術文化の各分野を世界に発信することに資することを目的とする。 

 

⑵ 事業内容 

   ア 青少年がスポーツ及び芸術文化にふれあう機会を提供する事業 

   イ 青少年がスポーツ及び芸術文化の指導者等の指導を受ける機会を提供する事業 

   ウ スポーツ及び芸術文化を在札外国人や留学生に対し、札幌のすばらしさを発信する事業 

   エ その他、事業目的に適する事業 

 

  ⑶ 事業対象者及び実施方法 

    札幌市内の青少年、外国人、留学生を対象として本会の主催又は共催により事業を実施す

るほか、事業目的を達成する各種団体の事業に対して、助成金等を支出する。 

 

 

２ 札幌市職員等の福利厚生に関する事業【その他会計】 

 

⑴ リフレッシュ事業 

会員・家族の健康増進及び元気回復を積極的に推進し、明日への鋭気を養うため次の事業

を実施する。 
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項 目 概 要 

優待割引サービス 

優待割引サービス事業者が提供するサービス「ベネフィット・ス

テーション」に加入し、様々な優待割引サービスを会員・家族に提

供する。 

リゾート施設 
本会が共有持分権を有する星野リゾート・トマム「ザ・タワー」

の宿泊サービスを会員・家族に提供する。 

 

⑵ 教養文化事業 

会員・家族の趣味及び教養等の普及を図るとともに、会員相互の親睦を深めるための事業

を実施する。 

ア 庁内大会（本会主催）の実施 

実施予定時期 大 会 名 

５月、11月 将棋大会 

２月 囲碁大会 

イ 文化系同好会に対する補助 

項 目 概 要 

同好会運営費補助 
同好会活動を援助するために運営経費の一部を補助

する。 

大会への参加に対する補助 
会員が札幌市役所を代表して、全道・全国大会等に

出場するとき、これに係る経費の一部を補助する。 

 

⑶ 体育・レクリエーション奨励事業 

会員及び家族の健康づくり及び元気回復を図るとともに、会員相互の親睦を深めるための

事業を行う。 

ア 職場交流活性化事業 

局（区）単位又は局（区）を横断して、元気回復及び親睦・研修等を目的に会員が交流

するための自主的な事業について、その経費の一部を補助する。 

 

イ 庁内大会の実施（※は札幌市との共催事業として実施） 

実施予定時期 大 会 名  実施予定時期 大 会 名 

５月 ※テニス大会  
９月 

※野球大会 

７月 ※駅伝大会  ゲートボール大会 

８月 ※サッカー大会  

11 月 
※バレーボール大会 

９月 

※卓球大会  ※ボウリング大会 

※ドッジボール大会  ２月 ※バスケットボール大会 

※バドミントン大会  ３月 ※フットサル大会 

※ソフトボール大会 
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ウ 体育系同好会に対する補助 

項 目 概 要 

同好会運営費補助 
同好会活動を援助するために運営経費の一部を補助

する。 

大会への参加に対する補助 
会員が札幌市役所を代表して、全道・全国大会等に

出場するとき、これに係る経費の一部を補助する。 

 

⑷ 永年会員旅行補助事業 

基準日（10 月１日）に在会し、会員期間 10・20・30 年を迎えた者へ旅行に要した費用を

補助する。 

 

⑸ 悩み事相談事業 

会員や家族の心配ごと、心の健康のこと、法律問題などの相談に専門員が対応する。 

 

⑹ 体育施設運営事業 

拓北野球場及び川下グラウンドを管理運営する。 

 

⑺ 健康増進事業 

脳血管疾患の予防・早期発見を目的に、「脳ドック検診」の受診を希望する会員に対し、

検診費用の助成を行う。 

 

 

３ 札幌市職員等の相互扶助に関する事業【その他会計】 

 

⑴ 介護休暇助成事業 

介護休暇取得に係る休業を補償するため、一定の助成を行う。 

 

⑵ 社会福祉貢献事業 

「社会貢献活動」を行う会員のグループや被災地で救助活動や復興活動など「ボランティ

ア活動」を行う会員に対する支援を目的に助成を行う。 

 

⑶ 援護事業（慶弔金等） 

結婚祝金、出産祝金、小・中学校入学祝金、弔慰金、住宅災害給付金、重度障害給付金及

び育児休業見舞金を給付する。 
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⑷ 保険事業 

保険料の割引が受けられる団体契約及び団体扱の保険加入を会員に推奨する。 

保険の種類 募集・契約開始時期 

団体契約 

 

グループ保険制度 

①２～４月募集 

・８月１日契約開始（～翌７月 31 日満了） 

※１年契約で自動更新 

 

②10 月募集（中途） 

・翌年２月１日契約開始（～７月 31 日満了） 

※期間途中加入のため６か月の契約 

※退職後継続保障制度除く。 

 

グループ保険 

医療費支援制度 

医療費支援制度プラス 

傷害保険 

 

退職後継続保障制度 

重病克服支援制度 

長期療養収入補償制度 

積立年金保険 

・３月募集 

・８月１日契約開始 

・１年契約で自動更新 

火災共済（都市生協） 
随時加入 

・加入月～３月 31日の契約 

・以後１年契約で４月１日自動更新 

自動車共済（都市生協） 

団体傷害・団体ゴルファー保険 

団体扱 

 

アフラックのがん保険・医療保険 

随時加入 

全労済のこくみん共済 

アクサ生命の医療保険・ガン治療保険 

生命保険各社の一般生命保険 

損害保険各社の自動車保険・損害保険 

 

⑸ 貸付金事業 

提携金融機関による「福利厚生会会員専用ローン」を会員に斡旋する。 
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４ 札幌市有施設内における売店及び食堂に関する事業【その他会計】 

 

本庁舎、各区役所等において、売店・食堂の管理運営を行う（ホームページ上に売店・食

堂の日替りメニューやイベント情報、新商品情報等を掲載し、利用促進を図る。）。 

 

 

５ その他この法人の目的を達成するために必要な事業【その他会計】 

 

⑴ 広報事業 

ア 本会の各種事業等の紹介を行うため、「福利だより（毎月）」などを発行する。 

イ 本会の業務運営の透明化を図るため、ホームページにおいて業務内容及び財務状況を公

開する。 

ウ 各種事業への参加を促進するための広報誌、ホームページを活用したＰＲ強化について、

その具体的な手法を試行、実効性を検証し広報の充実に努める。 

 

⑵ 公益的法人等への派遣会員に対する助成事業 

「公益的法人等への札幌市職員の派遣等に関する条例（平成 13 年条例第 34 号）」に基づ

き公益的法人等に派遣された会員について、派遣先団体からの負担金をもとに、災害補償、

医療給付等に関する助成を行う。 


